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災害に係る情報発信等に関する協定締結について

奈良県は、災害時に、住民に対して必要な情報を迅速に提供することを目的と

して、ヤフー株式会社と「災害に係る情報発信等に関する協定」を本日付けで締

結しました。

１．締結日

平成３０年６月１５日（金）

２．協定の主な内容

◯災害時は、奈良県公式ホームページにアクセスが集中し、つながりにくくな

ることを解消するため、奈良県公式ホームページのキャッシュサイト（注）を

ヤフーのサービス上に掲載し、閲覧できるようにする。

(注)キャッシュサイトとは、奈良県公式ホームページをヤフーのサービス上に複製す

るものです。

◯災害時に、奈良県公式ホームページへ掲載する避難所開設及び避難勧告等の

緊急情報や県内の被害状況、ライフラインに関する情報をヤフーのサービス上

に掲載するなどして、一般に広く周知する。

◯協定書の取り交わし式については、都合により実施いたしません。

また、協定書については、ヤフー株式会社の申し出により公表いたしません。


